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働きやすい職場づくり

● 障がい者雇用率の推移 （4月1日現在）

社員がいきいきと安心して働ける職場づくりのために、さまざまな取り組みをしています。

● 宝酒造社員数内訳
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※度数率：災害発生頻度を表す指数で、延べ100万労働時間あたりの
災害件数（資料出所：厚生労働省 労働災害動向調査）

雇用の状況

社員数内訳
　2016年4月1日現在の社員数は1,259名で、うち男性が
1,112名、女性は147名です。

安全衛生管理

安全衛生委員会による活動を推進
　社員が安全に働ける環境を整えるために安全衛生委員
会を設け、社員の安全意識を高める活動を進めています。
工場では「労働安全衛生マネジメントシステム」に基づき、
危険が潜む作業や設備を明らかにして事故防止に努めて
います。
　なお、2015年度の休業災害は1件。今後も事故発生
原因と対策の水平展開を図り、労働災害ゼロ化をめざし
ていきます。

メンタルヘルスの取り組み

外部機関による定期診断を実施
　社員の心の健康状態については、宝グループ健康保険
組合を通じて、外部機関の診断を定期的に受けられるよう
制度を整えていますが、2011年度に診断内容やアフター
ケアの利便性の見直しを行い、より充実したサービスを
提供することができるようになりました。
　診断結果は本人のみに通知され、希望に応じて電話や
面談によるメンタルカウンセリングに加え、メールでの相談
も受けることができます。

障がい者の雇用促進

障がい者が働きやすい職場づくりを推進
　障がい者の雇用にあたっては、職業能力の把握、障がい
者の特性に応じた職域の確保・開発、職場環境の改善な
ど、多くの配慮すべき点があります。これら一つひとつを
改善し、解決していくことで、障がい者がその能力を十分
に発揮できる職場を確保する一方、障がい者が健常者と
ともに職業生活に参加し、働く生きがいを見出せる環境
づくりに取り組んでいます。
　その結果、2016年4月1日現在の障がい者雇用率は
2.22％で、法定雇用率2.0％（2013年4月1日から適用）
を上回っています。

● 休業災害度数率※
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● 有給休暇取得率の推移
（%）
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「あなたとともに楽しい毎日」をめざしています

（年度）

社宅・寮使用料補助
住宅ローン利子補給
育児サービス利用補助
介護サービス利用補助
子女入学金補助
医療費用補助

●

●

●

●

●

自己開発メニュー利用補助
書籍購入費用補助
宿泊施設利用補助
スポーツ施設利用補助
レジャー施設利用補助

ポイント利用メニューの例

人権尊重

差別のない人権に配慮した職場づくり
　社員の人権を尊重し、差別のない、明るくいきいきと働
ける職場づくりをめざし、入社時や管理職研修、コンプライ
アンスリーダー研修において、人権に関する啓発活動を実
施しています。
　採用活動においても、男女雇用機会均等法を遵守する
とともに、人権への配慮を徹底するため、採用にかかわる
社員にはマニュアルなどによる人権教育・啓発を行って
います。また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメ
ント防止に向けて、事業場ごとに相談・苦情の窓口と苦情
処理委員会を設置しています。

健全な労使関係

信頼関係を基盤に労使が協調
　宝酒造はTaKaRa労働組合と労使の信頼を基盤に健全
な労使関係を構築しています。
　労使協議会や各種労使専門委員会を開催し、経営内容
に関する報告や労働条件について協議しています。

福利厚生制度

カフェテリアプランでライフスタイルを応援
　社宅・独身寮などの基本的な福利厚生制度だけでなく、
「カフェテリアプラン」を導入しています。
　これは社員一人ひとりが自分のライフプランに合わせ
て、多様なメニューから自由に福利厚生の内容を選択で
きる制度です。年度ごとに一定数のポイントが社員に付与
され、それを使用することで各メニューを利用できます。

休日休暇制度

多様な休暇制度を採用
　年間124日（完全週休２日制）の休日のほか、有給休暇は
入社時に年10日間付与され、以後勤続年数によって最大
年20日間付与されます。また、２年以上経過した有給休暇
は最大40日まで積み立てが可能で、本人の疾病、家族の
介護、学校などの教育機関の各種行事への出席や未就学
児の世話などの養育、資格取得の際などに利用すること
ができます。
　さらに、25歳から55歳まで5年ごとに10日以上の連続
休暇を取得するリフレッシュ休暇制度を設けています。
その他、事業場単位で定時退勤の呼びかけを行うなど、
長時間労働の抑制を図っています。

　TaKaRa労働組合は、健全な労使協調路線のもと、
賃金や労働時間などの直接的な労働条件の向上のみな
らず、働きがいが得られる職場をめざして活動しています。
「あなたとともに楽しい毎日」をスローガンに掲げ「仕事
と私事のバランスがとれた毎日～オンもオフも充実さ
せよう～」「心身ともに元気な毎日～健康で活き活きとし
た生活を送ろう～」「目標をもって熱くなれる毎日～達成
感・満足感を追い求めよう～」「信頼し
合える仲間がいる毎日～仲間ととも
に喜びを分かちあおう～」という4つ
の毎日を実現していくことをめざし
ています。 60
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